
答申５９号（諮問第６１号）

○○○○○○○○小学校教頭の入職年月日と
現在までの職歴及び奉職学校歴が分かる公
文書の非開示決定に対する審査請求
に係る答申書

群馬県公文書開示審査会
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第１ 審査会の結論

実施機関は、本件審査請求の対象となった公文書のうち、入職年月日と現在までの

職歴及び奉職学校歴について開示すべきである。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書開示請求

審査請求人（以下「請求人」という ）は、群馬県情報公開条例（以下「条例」と。

いう ）第１１条の規定に基づき、群馬県教育委員会教育長（以下「実施機関」とい。

う ）に対し、平成１６年８月１９日付けで 「○○○○○○○○小学校教頭の入職。 、

」 （ 「 」年月日と現在までの職歴及び奉職学校歴が分かる文書 の開示請求 以下 本件請求

という ）を行った。。

２ 実施機関の決定

実施機関は、平成１６年９月２日、本件請求に係る公文書を県教育委員会が保有す

る、当該教頭に係る「人事記録」であると特定し、非開示決定（以下「本件処分」と

いう ）を行い、公文書を開示しない理由を次のとおり付して、請求人に通知した。。

○条例１４条第２号該当

個人に関する情報であって特定の個人を識別できるもの及び他の情報と照合する

ことにより特定の個人を識別できるもの

○条例１４条第６号ニ該当

人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

３ 審査請求

請求人は、本件処分の取消しと、全面開示するとの決定を求め、行政不服審査法第

５条の規定に基づき、平成１６年１１月２日付で、本件処分を不服として実施機関の

上級行政庁である群馬県教育委員会委員長（以下「諮問庁」という ）に対し審査請。

求を行った。

４ 諮問

諮問庁は条例第２６条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会（以下「審査会」

という ）に対して、平成１６年１１月１９日、本件審査請求事案の諮問（以下「本。

件事案」という ）を行った。。

第３ 争点

１ 争点１（条例第１４条第２号該当性）

本件対象公文書に記載された入職年月日と現在までの職歴及び奉職学校が、条例第

１４条第２号に該当するか。

２ 争点２（条例第１４条第６号ニ該当性）

本件対象公文書に記載された入職年月日と現在までの職歴及び奉職学校が、条例第

１４条第６号ニに該当するか。

第４ 争点に対する当事者の主張

１ 争点１（条例第１４条第２号該当性）

（１）請求人の主張
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実施機関は 本件対象公文書を当該教頭に係る 人事記録 であると特定し 人、 「 」 、「

事記録」は学校備付表簿として規定された「履歴書」に相当するものであると飛躍

し、開示しない理由を「個人に関する情報に該当するとともに、人事管理に関する

事務に関し公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当する」等と主張

するが 「公知されてはならない情報」等は求めてはいないし、公益上隠匿・隠避、

されてはならない情報を求めているだけである。

（２）実施機関の主張

ア 本件人事記録に記載されている情報は個人情報そのものであり、氏名、生年月

日、住所、その他の記載事項により、特定の個人を識別できるものである。

イ 「学校教育法施行規則」第１５条第１項第３号の規定に基づいて作成された学

校備付表簿であり、人事管理に関する事務を進めるために内部で活用することを

目的にしているものである。したがって、法令等の規定により又は慣行として公

にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められない。

ウ 人の生命、健康等を保護するため、公にすることが必要な情報とは認められな

い。

エ 人事管理に関する事務が公正かつ円滑に行われることを目的に作成しているも

のであり、職員の氏名、生年月日、性別、本籍、住所、学歴、免許、資格、勤務

、 、 、 、 。の記録 給料 休職 懲戒処分等 職員の人事管理に係る情報が記載されている

２ 争点２（条例第１４条第６号ニ該当性）

（１）請求人の主張

争点１の主張と同じ。

（２）実施機関の主張

本件人事記録は、職員の人事管理に係る情報が記載されているものであり、公知

されてはならない情報が蓄積された文書である。内部で保有するに当たっても、慎

重かつ細心の注意を払って取り扱っている。

これを開示すると、人事管理に予断や誤解を生じるおそれがあり、公正かつ円滑

に人事管理に係る事務を遂行する上で支障を生じるものである。

第５ 審査会の判断

１ 争点１（条例第１４条第２号該当性）

本件人事記録に記録され、実施機関が非開示とした情報が、条例第１４条第２号に

いう「個人に関する情報」であることは明らかである。

一方、教員等の公務員の職務の遂行に関する情報は、公務員の私事に関する情報が

含まれている場合を除き、同号ハによって、非開示の例外とされる。

そこで、請求人が求めている公務員の入職年月日と現在までの職歴及び奉職学校歴

の情報が同号ハにいう例外に該当するか判断すると、そこでいう職務とは、現在の職

務に限らず、過去に遂行した職務も含まれると解され（最高裁判所平成１５年１１月

２１日判決（最高裁判所判例集第５７巻１０号１６００頁参照 、また、上記情報））

、 。は公務員の私事に関する情報には当たらず 結局公務員の職務遂行に係る情報である

なお、実施機関が年度当初に「採用者 「退職者」及び「転任者」等の情報を報」、

道機関に提供し、それらが新聞紙面上に掲載されているという事実からいっても、実
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施機関もこれらの情報を私事に関する情報としては取扱っていないことが窺われる。

２ 争点２（条例第１４条第６号ニ該当性）

条例上開示請求の対象となる公文書の例外は、条例第２条第４項ただし書以外に定

められてはいないので、本件人事記録は、条例の対象となる公文書であり、また条例

において特定の公文書の特例的な扱いは定められていないので、通常の公文書と同様

条例に規定されている非開示情報に該当するかどうか判断すれば足りる。

争点１で示したとおり、実施機関により「採用者 「退職者」及び「転任者」等」、

の情報の提供・公表がなされている事実等から判断すると、請求人が求めている情報

を公にすることにより、条例第１４条第６号ニが定める公正かつ円滑な人事の確保に

支障を及ぼすおそれが生じるとはいえない。

よって請求人が求めている情報は非開示情報には当たらないことは明らかであり、

これを開示するのが相当である。

なお、本件人事記録には、公務員の私事に関する情報や条例第１４条第６号ニに該

当する情報も含まれるが、開示情報をこれらと容易に区分することができると認めら

れ 「１審査会の結論」記載のとおり判断した。、

第６ 審査の経過

当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審 査 会 の 処 理 経 過

年 月 日 内 容

平成１６年１１月１９日 諮問

平成１６年１２月 ９日 実施機関からの理由説明書を受領

平成１７年 １月 ７日 審査請求人からの意見書を受領

平成１７年 ２月１４日 審議（本件事案の概要説明）
（第１０８回審査会）

平成１７年 ３月１４日 審議（実施機関の口頭意見陳述）
（第１０９回審査会）

平成１７年 ４月１５日 審議
（第１１０回審査会）

平成１７年 ５月２３日 審議
（第１１１回審査会）

平成１７年 ７月 ６日 答申


